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「仙台市健やかな体の育成プラン 2024」中間案に寄せられた 

意見の概要と本市教育委員会の考え方について 
 

 

１ 意見募集期間 

    令和 5年 11月 22日（水）～令和 5年 12月 21日（木） 

 

２ 意見提出者数及び意見の件数 

  (1) 意見提出者数      3人 

 (2) 意見の件数     16件 

 

３ 意見の概要及び教育委員会の考え方 

■全体（３件） 

No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

１  運動習慣がないため、休日に外遊びをする

時間を増やしたい。 

 学校以外の取組においては、家庭等で行う

運動や運動遊びの例を紹介するなど、児童生

徒が運動に親しむことができるよう情報発信

に努めてまいります。また、地域のスポーツ

団体と連携して、運動の楽しさ、爽快さ、達

成感などを味わう機会等を設け、運動への関

心・意欲につなげる施策を展開してまいりま

す。 

２  「運動遊び」と「遊び」の性格の違いを認

識し、施策項目としては、分けて記載すべき

ではないか。 

 本プランでは、学習指導要領に示された小

学校低学年までは「運動遊び」、小学校中学

年以上は「運動」の内容のほかに、外遊び及

び室内遊びを含めた体を動かす遊びも含め

て、「運動」として定義することとします。 

３  宮城県が進める「ルルブル運動」は、実際

に学校の教育活動の中でも取り入れられてお

り、本計画の推進にもつながるものと考えら

れる。本計画に明記するなどしてはいかが

か。 

 「ルルブル運動」に関しましては、本市教

育委員会も「みやぎっ子ルルブル推進会議」

の委員であり、各学校への周知等取組を行っ

ておりますことから、ご意見のとおり P27

（３）健康教育の充実と普及・啓発【健康教

育の幅広い普及と啓発】の取組の一つとして

追加記載いたします。 

 

■第２章 児童生徒の健康をめぐる現状と課題（１件） 

No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

４  体力低下の要因として、遊び場の減少や遊

び方の形態の変化等を挙げているが、それに

対する具体的な対応策を検討する必要がある

 関係部局と連携を図りながら、運動の日常

化を図るためのアイデアや、本市の有する既

存資源の有効活用方法を紹介することに加
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のではないか。 え、新たな遊び場の整備については整備手法

なども含めて民間動向を踏まえた検討を進め

るなど、遊びの環境の充実に努めてまいりま

す。 

 

■第３章 「プラン 2017」の取組状況と課題（１件） 

No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

５  メディア接触時間減少のための取組は、「よ

くないものをしない」啓発と併せて、「より魅

力的なものがある状態をつくる」発想が重要

であり、それに関する遊び環境の充実（プレー

パーク）や都市公園の整備等の取組の位置づ

けを高める必要があるのではないか。 

 心身の健康のために、遊びを含めた望まし

い生活サイクルを整えていくことは、大変重

要なものと認識しております。 

各局区と連携を図りながら、本市の有する

既存資源の有効活用についても「運動の日常

化を図るためのアイデアの紹介」の中で紹介

するなど、遊び環境の充実に努めてまいりま

す。 

 

■第４章 本プランの基本的な方向性（７件） 

No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

６  「進んで外遊びをする」児童生徒を増加させ

るためには、その前提として外遊びを「楽し

い」「好き」と感じる児童生徒を増やすことが

必要である。「外遊びが好きな子の増加」を目

標に組み込むべきではないか。 

本プランにおける「運動」の語には、外遊

びや室内遊びを含めて体を動かす遊びを包含

していることから、「運動が好き」や「進ん

で運動する」という指標には、外遊びも含む

ものとして記載しています。 

ご意見を踏まえまして、本プランにおける

語義を用語解説 P59に記載し、本文中の表現

を「運動」に統一いたします。 

７  「健やかな体の育成プラン 2017」では、各

指標において、「平成 22 年度から平成 27 年

度までの最高値を上回る」といった、具体的な

数値目標が示されており、「プラン 2024」の課

題把握・検討にも活かされていたことから、本

プランにおいても具体的指標を明記しておく

必要があると考える。 

 本プランにおいては、具体的な数値目標は

設定していないところですが、「仙台市健康

実態調査」や「全国体力・運動能力、運動習

慣等調査」の結果をもとに、体力・運動能力

や体格について、経年変化や全国等との比較

から分析し、本市の現状や課題等を把握して

いくこととしております。また、毎年度、食

習慣・運動習慣・生活習慣のそれぞれについ

て設定した指標の現状や経年変化及び事業の

実施状況を確認することで、プランの進捗管

理を行うこととし、当面は、コロナ禍前の体

力及び体格に戻すことを目指して取り組んで

まいります。 

８  1日の健康サイクルイメージ図における、放

課後の時間の説明項目について、「運動遊び」

 本プランでは、学習指導要領に示された小

学校低学年までは「運動遊び」、小学校中学
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No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

とは、一般に遊び全般をさすものとはイメー

ジされないため、体を動かす遊び全般が含ま

れるよう、指標と合わせて「外遊び」とするの

はいかがか。 

年以上は「運動」の内容のほかに、外遊び及

び室内遊びを含めた体を動かす遊びも含め

て、「運動」として定義しております。 

 ご意見を踏まえまして、本プランにおける

語義を用語解説 P59に記載し、本文中の表現

を「運動」に統一いたします。 

９  現行プランの運動習慣について、「外遊びや

運動を行う」と書かれていた部分が、次期プラ

ン中間案では、「運動遊びや運動を通して」に

表現が変わっていたが、どのような意図か教

えてほしい。 

 「運動遊び」という表現は、一般に遊び全般

をさすものとはイメージされないため、体を

動かす遊び全般が含まれるよう、「遊び」とい

う表現に変えたほうが良い。 

 中間案では、学習指導要領に示された小学

校低学年までは「運動遊び」、小学校中学年

以上は「運動」の内容のほかに、外遊び及び

室内遊びを含めた体を動かす遊びも含めて、

「運動遊び」「運動」として定義しておりま

した。また、「遊び」には、ゲームやメディ

ア視聴等、体を動かす遊び以外のものも含ま

れると考えておりますことから、運動に係る

施策についての記載としては「運動遊び」の

語のみを用いていたところです。 

 最終案では、本プランにおける語義を用語

解説 P59に記載し、本文中の表現を「運動」

に統一しております。 

10  現行プランの低学年の運動習慣について

は、直接的に「運動」という表現を用いず、遊

びなどの体を動かすこと自体が大切であると

わかるものだったが、次期プラン中間案では、

幼児～小４の三本柱全てで「運動」を強調する

表現になっており、遊び自体に健やかな体を

育成する効果があることが意識できる項目立

てにするべきではないか。今回は、幼児期も対

象に含まれるため、特に重要な観点と考えて

いる。 

 幼児期から小学校中学年までの運動の基礎

を身に付ける時期に、進んで体を動かす遊び

や運動をすることは重要であるものと考えて

おります。 

 本プランでは、学習指導要領に示された小

学校低学年までは「運動遊び」、小学校中学

年以上は「運動」の内容のほかに、外遊び及

び室内遊びを含めた体を動かす遊びも含め

て、「運動」として定義しております。 

 最終案では、本プランにおける語義を用語

解説 P59に記載し、本文中の表現を「運動」

に統一しております。 

11  現行プランの小学校高学年の運動習慣に

は、「体を動かして遊ぶ」ことが定着させたい

姿として位置づけられていたが、次期プラン

中間案では、「運動」だけが明記されており、

遊びの室内化・スクリーンタイムの増加が問

題視される今だからこそ、高学年年代でも外

遊びなどで体を動かすことの大切さを位置づ

けなおし、本図にも明記することが重要であ

ると考える。 

 幼児期から小学校中学年までと同様に、小

学校高学年の児童におきましても、体を動か

す楽しい遊びを通して、運動習慣を身に付け

ていくことは重要なことと考えております。 

 最終案では、学習指導要領に示された小学

校低学年までは「運動遊び」、小学校中学年

以上は「運動」の内容のほかに、外遊び及び

室内遊びを含めた体を動かす遊びも含めて、

「運動」として定義しております。 
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No. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

12  プランの対象年齢が幼児期～高等学校と現

行プランよりも広くなったのにもかかわら

ず、区分が１つ減少しており、「発達段階に応

じて定着させたい」もののイメージが曖昧に

なっているように思う。せめて 4 区分以上と

するべきではいか。 

 学習指導要領における体育・保健体育科の

指導内容が、小学校から高等学校までの 12

年間の系統性や発達段階を踏まえ、４年ごと

のまとまりで指導内容を体系化していること

から、これを基に運動習慣の部分を作成いた

しました。 

 

■第５章 今後５年間に推進する施策と具体的な取組（４件） 

NO. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

13  「運動環境づくりの推進」には、「運動を行

える環境づくり」だけではなく、「外遊びので

きる環境づくり」も含まれることを明示して

ほしい。 

 本プランにおける「運動」の語には、外遊

びや室内遊びの意味合いを含めて体を動かす

遊びを包含しております。 

 プランに基づき、児童生徒が持続的に運動

に親しむことのできる環境整備に取り組んで

まいります。 

14  P62の「学校施設開放事業」の解説では、「遊

び場開放」も施設開放管理運営委員会が行っ

ているような表現となっているが、「遊び場開

放」については、学校（校長）の判断で行うも

のであると考える。「自由活動開放」「遊び場開

放」「スポーツ開放」は区別して明記すること

とし、特に「遊び場開放」については、放課後

に自由に遊んで体を動かす環境確保の効果が

絶大であり、独立させて明示するべきである。 

 運動環境づくりの推進については、学校施

設開放事業で実施している三つの事業（「ス

ポーツ開放」「遊び場開放」「自由活動開

放」）のいずれもが、児童生徒が体を動かす

機会として重要であるものと考えており、本

プランにおいては、「学校施設開放事業の推

進」の項目の中で、各事業の着実な推進を図

ってまいりたいと考えております。 

 なお、P60の「学校施設開放事業」の用語

解説につきましては、いただいたご意見を踏

まえまして、それぞれの事業を区別して記載

するよう修正いたします。 

15  不登校や運動が苦手な子供向けに、誰でも

自由に参加できるような運動機会を提供して

ほしい。また、単発ではなく、継続的に実施し

てほしい。 

 誰でも自由に参加できる取組として、地域

のスポーツ関係団体と連携したスポーツイベ

ント等を実施し、運動を通して、様々な人た

ちと楽しく関わることができる取組を行いま

す。また、仙台市が主催・後援する運動に関

わるイベントや事業を児童生徒や家庭に周知

し、運動機会の創出につなげてまいります。 

 また、運動を苦手とする児童生徒等に対し

ても、活動例を紹介したり、指導の仕方を工

夫したりすることで、体を動かすことの楽し

さを実感できるよう努めてまいります。 
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NO. ご意見の概要 本市教育委員会の考え方 

16  【運動の日常化を図るための取組支援】とし

て、「運動の日常化を図るためのアイデアの紹

介 」が挙げられているが、本計画で繰り返し

指摘されている「外遊びの減少」は、ハード面

の「遊び場の減少」も大きな課題であるため、

空間提供の視点を組み込んでほしい。 

 児童生徒にとっての遊びは心身の健やかな

成長に大変重要なものであると認識しており

ます。各局区と連携を図りながら、本市の有

する既存資源の有効活用についても「運動の

日常化を図るためのアイデアの紹介 」の中

で紹介するなど、遊び環境の充実に努めてま

いります。 

 


